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l論 説l

ヴィル-ルム期 ドイツにおける都市失業保険

- 大ベル リン連合を事例として-

森 宜 人

ドイツでは,国家的失業保険が末塵肺の小,19世紀末より都市レベルでの失業保険が

実施された｡その主流となったのは,失笑した組合員に失業手当を給付する労働組合に対

して,その給付術に応じて郡市n治体が補助金を支.Lil.するガン･システムであった｡ガ

ン･システムには,労働者屑の大部分を占める非組織労働者の排除や,自由労働組合への

支援を通じた社会民主勢力の拡大の可能性などの問,raiが内包されていたが,多くの郡市で

その導入が検討された｡大ベルリン連合内のシェーネベルクとシャルロッテンブルクもそ

の一例である｡シェーネベルクでは,ガン･システムを中核としつつ,非机織労働者をも

包摂し得る制度が策定され 比較的早期に失業保険の導入が果たされた｡他)i,シャルロ

ッテンプルクでも同様に非組織労働者の加入を重視した制度が策定されたが,lF議会にお

いてその導入は否決された｡木柄では,この対照的な･kli･結がみられた両都市の比佼分析を

小心に,当時の榔市行政の政策理念となっていた ｢都rh-の枇会的課題｣に川ル てガン･シ

ステムが受'*された歴史的コンテクストを明らかにする｡

は じめ に

第二帝政矧 ドイツが 1880年代に, 世界に先駆けて一連の社会保険制度を導入 し,現代の ｢社

会国家｣(sozialstaat)の原点を形成 した ことは広 く知 られているoその一万で,失業保険だけは

第二帝政期中に導入が米たされず,最終的に成立するのは 1927年のことであるOイギ リスでは

すでに第一次Lii:界大戦前に国家的失業保険がJJE立 していたので, この分野で ドイツは他国の後傾
1)

を拝することとなった｡

その要因は多岐にわたるが,特に低失業率の認識が,失業保険の緊急性がアピールされえない

直接的な原因 となった｡1870年代に始まる ｢大不況｣を契機 として失業は潜在的な社会問題 と

認識 されるよ うになっていた ものの,当時の統計によれは 1895年以降の平均失業率は 2% 前後
2)

で推移 し,はば完全雇用の状態にあった とされる.だが,近年の研究では,当時の失笑統計の対

象者が限定 されていたために,その数値が必ず しも実態を反映 した ものでないことに注意が促 さ
3)

れている｡特に都市部では,建設労働者を中心 とする季節労働者が周期的に失業 リスクに直面 し,

* 本稿は,社会経済史学会第79LnL全国大会 (2010年6月19日,舵 :関西学院大学)のEl由論題報

告の報告原稿に加筆 ･修正を施したものであり,また,平成 22-23年度科学研究費補助金 (岩手研

究 (B))による研究成果の一部である｡

1) G.A.リッタ- (水谷助ほか訳)『社会岬家-その成立と発展-』晃洋語房,1993年,70,124頁｡

2) A.Faust,Arbeitsmal･ktpoILtLhiTnDeutschenKaLSerreLCh:AT･beitsuerTnLttlung,Arbeitsbeschaf-

fzLngundAl･beLtSlosenuersLCherung1890-1918,Stuttgart1986,23f;G.A.Ritter/K.Tenfelde,

ArbeLterLmDeutschenKaLSerreLCh1871bis1914,Bonn1992,243f
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4)
景気後退期にその失業率はきわめて高い水準に達した｡

国家的失業保険が未整備の中,失業問題が最も顕在化 Lやすかった都市では,伝統的な救貧事

業の他に,19世紀後半より自治体独自の失業対策が展開された｡まず 1880年代からは,冬季

の雇用創出を目的として,砕石や薪割を主体とする緊急失業救済事業が実施されるようになった0
5)

次いで 1890年代に入ると,労使同権運営による職業紹介所の普及とその公営化が始まる.これ

と並行して,1896年にケルンで設立された冬季失業金庫を惜矢として,都市 レベルでの失業保

険の導入が始まった｡ケルンの失業金庫は冬季の失業手当の給付を主眼とするもので,金庫-の
6)

加入は任意とされた｡同制度は都市失業保険の萌芽といえるが,他都市には普及せず,主流とな
7)

ったのは,1901年にベルギーの都市ガンで考案されたガン ･システムである｡ガン ･システム

とは,失業した組合員に失業手当を給付する労働組合に対して,その給付金領に応 じて都市自治

体が当該組合に補助金を支出する制度である｡

同システムの導入には,労働組合による失業手当の存在が前提条件となる｡失業手当は,疾病

手当や移転手当などと並ぶ労働組合の基幹的な共済制度の 1つであ り,特に 1890年代以降その

重要性を増 していった.撮大の組合員数を擬 していた自由労働組合を例にとると,1891-1913

年に,失業手当の対象組合員の比率は 13% から81% に急増 し,失業手当の年間給付額 も4万
8)

5,000マルクから1,153万マルク-と飛躍的に増大している.労働組合の失業手当が拡充される

一万で,ガン･システムは 1907年のシュトラスブルクを皮切りに各都市に導入され始め,1913
9)

年までに同システムを導入した都市は 14を数えるにいたった｡

以上の失業対策の展開は,労働市場と労使関係に刈する都市自治体の介入の強化を物語るもの

である｡特にその頂点をなす失業保険は,国家 レベルではなく都市 レベルにおける介入であった

とはいえ,失業問題におけるレッセフェール的な古典的自山主義から,政府による介入を正当化
10)

する ｢介入的自由主義｣への転換を意味するといえよう｡このような政策思想の転換は世紀転換

3) 福搾Iij:樹 ｢ドイツにおける社会国家の途一g,-二帝政期から現代に至るまでの歴史的経験-｣『歴史

と経折 (旧 上地制度史乍)』折195号 (2007年4月)4召｡

4) 例えは,1908/09年冬におけるレンガ工の失認率は約60%,1911/12年冬における建設労働者の

失業率は44%であった｡Vgl.Ritter/Tenfelde,Arbeiter,S.250f,

5) 第二帝政州の都市内新体による失業対策の概要については,W R.mlabbe, "DieGl心ndung

stadtlSCherArbeiterschutz-An staltenlnDeutschland:Arbeitsnachweis,Al･beitslosenfursorge,

GewerbegerichtundRechtsauskunftstelle'',in:W.Conze/U.Engelhardt(Hg),ArbeiterexL-

stenzim 19.Jahljlundert.Lebensstandard und Lebensgestaltung deutschel･Arbeiterund

Handwerker,Stuttgart1981,を参照0

6) Faust,Arbeitsmarhtpoutih,S.139f,.

7) ｢ガンGand｣はフランス語読みであり,現地での呼称は ｢-ントGhent｣である｡しかし研究史

上,｢ガン･システム｣の名称が定着しているので,本納でも ｢ガン･システム｣と表記する｡

8) K.Sch6nhoven, "SelbsthilfealsForm Yon Solidaritat.DasgewerkschaftlicheUnter-

Stutzungswesenlm DeutschenKaiserreichbis1914",in:ArchLUルナISozLaLgeschLChte,Bd.20

(1980),S.174.

9) 各都市における失業保険帥腰 の概要については,DeutscheGesellschaft zurBekampfung der

Arbeitslosigkeit(Hg.),Del.gegenW丘rtLgeStandderArbeitslosenfilT･SOlgeund-Vel･Sicherungin

Deutschland.EineErhebungderDeutschenGesellscha斤zurBekdTnPfungdel一Arbeilslosigheit,

Berlin1913,を参照｡
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期のヨーロッパ各国に共通してみられたが,近代 ドイツ都市における転機を理解する上では,

｢都市の社会的課題｣(sozialeAufgabenderStadt)という政策理念が重要な手掛かりとなる｡

この政策理念は,経済的下層民の生活水準の維持 ･向上に主眼を置く ｢自治体成員全体のゲマ

インヴォール｣として集約され,都市の多様な政策領域に通底していた｡その遂行に際しては,

｢市場-の不介入と自助原則の堅持｣が基本方針とされていたが,必要に応じて公的介入の正当

化がみられた.このような政策理念が浮上する契機となっ真のは,19世紀末以来の市政におけ

る社会民主勢力の台頭であり,その動向に対処しつつ階級対立を抑制し,都市社会の統合を目指

すことが自由主義市民層側の ｢社会的自治体綱領｣としての ｢都市の社会的課題｣の目的であっ
ll)
た｡失業保険を含む労働者保護政策は,この目的を果たすための主要な実践領域の 1つと位置

づけられたのである｡都市失業保険の問題に取 り組むことは,失業対策事業の実態解明に寄与す

るだけでなく,都市 レベルにおける政策思想の転換の論理を究明する糸口ともなる｡

研究史に目を転じると,これまでガン･システムは主として国家的失業保険の制度史的研究に

おいて取 り上げられ,その ｢失敗の前史｣として位置づけられてきた｡例えは,福洋直樹氏や

A.ファウス トの研究はその先駆性を評価しつつも,本来,公的救済の対象とすべき多数の非組

織労働者,すなわち労働組合にJuLL入しておらず,かつ高失業 リスクに直面し自助困難な労働者を
12)

排除していた点に同システムの根本的限界があったとしている｡だが,これらの研究には都市史

の視 角が欠けているため,ガン･システムを椴 り巻く都市 レベルでの社会経済状況についてはほ

とんど言及がなされていない｡

他方,近代都市史の文脈においては,クラッべらの自治体給付行政研究でガン･システムが撤

り上げられているが,ここでも福洋氏やファウス トと同様の評価が大勢を占め,同システムの制
13)

度的概要を提示する以上の立ち入った分析はほとんど行われてこなかった｡管見の限りでは,-

ニングの諭稲が,ガン･システム導入の問題を正面から取 り上げたほぼ唯一の研究である｡-ニ

ングは,ガン･システムが主に ドイツ南部で普及し,ライン･ヴェス トファーレンやザクセンな

どの北部の工業地域には導入されなかった事実に着日し,三級選挙法によって大工業経営者の政

治的利害が貰徹される工業都市ではガン･システムが導入されにくい傾向にあったことを見出し

た｡しかし,ガン･システムを導入した各都市の動向については一次史料にもとづ く折 り下げた

分析を行っておらず,同システムの導入に反映された都市政策思想の転換にまでは議論が及んで

10) ｢介入的自由主ぷ｣については,小野塚知二 ｢序巧 介入的日由主義の時代｣同 (編潜)『自山と

公共性一介入的自由主義とその思想的起点-』El本経済評論社,2009年,を参照｡

ll) 森宜人 ｢世紀転換期ドイツにおける都市政策理念-1903年ドイツ都市hTIi･覧会を中心に-｣『西洋

史学』約232号 (2009年3月);森宜人 ｢ドイツ社会政策学会における近代都市論-K.ビュッヒ17

-の所論を事例に-｣関東学院大学 『経済系』第240娃 (2009年7月)｡

12) Faust,Al･belts'na'･ktpoILILh,S.178-180.;福滞直樹 ｢ドイツ失業保険の成立過程｣『土地制度

史学』第127号 (1990年4月)41頁｡

13) W.Hofmann,"AufgabenundStrukturderkommunalenSelbstverwaltunginderZeltder

Hochindustrialisierung",in:K.G.A.Jeserichu.a.(Hg.),DeutscheVerwaltungsgesc/uchte.Das

DeutscheRetchb乙SZuTnEndederMonarchic,Stuttgart1984.;Krabbe,"DieGrundung"･,北住

刑- 『近代ドイツ官僚国家と自治一社会国家-の道-』成文堂,1990年｡
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14)
いない｡

ガン･システムの限界性については,同時代の都市行政の責任者の間でもよく認識されていた｡

例えは,都市失業保険が議題となった 1911年の第 3回 ドイツ都市会議総会では,非組織労働者

の排除をはじめとするガン･システムの限界が指摘され,失業保険は都市ではなくライヒの責任

であるという声が強かった｡その結果,同総会では,対象を季節労働者に限定するものの,加入

強制をfr-うライヒ規模での失業保険を求める請願を連邦参議院宛に行 うことが議決されている｡

また,このガン･システム反対論の急先鋒は ｢都市の社会的課題｣の代表的論客のフランクフル

ト･アム ･マイン市上級市長 F.7ディケス (FranzAdickes)であり,そもそも失業保険を ｢都
15)

市の社会的課題｣の範崎に含めることの是非も問われていた｡

だが,それでは逆に,このような問題を抱えていたにもかかわらず,なぜガン･システムがあ

る程度まで普及しえたのかという疑問が残る｡この問題を解明するためには,政策理念としての

｢都市の社会的課題｣を導きの糸としつつ,都市 レベルでの事例検証を通じたガン･システム受

容の歴史的コンテクス トの実証分析が求められる｡

本稿においてはガン･システムをめぐる議論が先鋭化し,その長所だけでなく短所も認識され

制度の改良が試みられつつあった 1910年前後に導入を検討した大ベル リン連合 (zweckverband
16)

GroJ3-Berlin)内の都市を事例に取 り上げる｡中でも対照的な帰結がみられたシェ-ネベルクとシ

ャルロッテンプルクの両都市に焦点を当て,都市失業保険の導入過程を ｢都市の社会的課題｣に

即して考察する｡具体的な論点としては,次の3点があげられる.① 国家的失業保険が未整備

の中,都市自治体はいかなる論理によって主体的行動をとったのか｡② 労働市場および労使関

係への公的介入を伴 う失業保険をどのようにして正当化したのか｡(診ガン･システムの問題点

に関する認識と,その改良案策定にはどのような戦略的意図がみられたのか｡以上の分析紅は,

ベル リン州公文書館 (LandesarchivBerlin)に所誠されている末公刊史料およびベル リン州政府

図諾‥館 (senatsblbliothekBerlin)所蔵の刊行史料を｢Il心とする一次史料を活用する｡

14) H.Henning,"Arbeitslosenversicherungvor1914:DasGenterSystemundseineUbernahme

inDeutschland,"in:H.Kellenbenz(Hg.),WLrtSChaftspolitLhundArbeLtSmarht.Berichtube'･

dLe4,ArbeLtStagungderGesellscha作付J･SozLal-andWil･tSCha斤sgeschLChteLn打lenaTn14.und

15.AprLl1971,Wien1974.

15) 第 3Iil)ドイツ邦rF会議総会での議論については,Verhandlungen desdritten Deutschen

Stadtetagesamll.und12 September1911zuPosen,Berlin1911,を参照｡

16)｢大ベルリン適合｣とは,ペルー)ン市とその隣接自治体によって構成され,国-JT鉄道を除く鉄道

網の調軽や,鯉築線法 ･建築計画の共同決定.統一的建築警察法公布の準備,森林 ･公園･湖沼など

末建設地の維持･披得など,個 の々自治体では対応が困難な課題に対して,共通の政策を策定する自

治体目的連合である｡｢大ベルリン連合｣は1912年4月1nに正式に発足するが,それ以前より当

該地域を指す概念として ｢大ベルリン｣が用いられていたので,本稿では1912年以前については

｢大ベルリン｣を,それ以降については ｢大ベルリン迎合｣を用いる｡Ⅴgl M Erbe, HBerlin im

KalSerreich(1871-1918),"in:W.Ribbe,GeschichteBeT･lLnS.Bd.2.VoadellMarzreuolutLOnbLS

zurGegenwal･t,3･ erweit･erteundaktualisierteAuflage,Berlin2002,S･749-754
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1 大ベルリンにおける失業保険問題の端緒

大ベルリンの諸都市において,失業保険が本格的に議論の的となったのは深刻な景気後退局面

の 1907/08年の冬のことである｡最も積極的な姿勢を示したのは,シェ-ネベルクとシャルロ

ッテンブルクであった｡両都市では市参事会の主導の下,国内外の都市失業保険に関する資料が

精力的に収集 ･検討された｡特にシャルロッテンブルクでは,社会政策の専門家で市参事会員の

国民経済学者 Ⅰ.ヤス トロウ (IgnazJastrow)を中心に, ドイ..y国内外における都市失業保険の運
17)

用実態を独自に調査し,『失業保険-の市財源利用に関する覚書』を 1909年に刊行した｡この

覚書は,他都市でも大きな注目を集め,失業保険の導入を促す指針となっただけでなく,現在で

も都市失業保険研究の基本的史料の 1つとなっている｡

この両都市とは対照的に,ベル リンは失業保険の導入に消極的であった｡同市参事会も,シェ

ーネベルクとシャルロッテンブルクと同時期の 1908年 1月に,市参事会と市議会の代表によっ

て構成される失業保険問題協議委員会を設置した｡だが,市参事会は同委員会に代表者を出席さ

せなかったため,協議はまったく進展しなかった｡このような態度を示した市参事会に対して,

市議会の社会民主党勢ノ〕は繰 り返 し協議委員会の開催を求め,委員会設置から半年以上経った
18)

1908年 9月にようや く協議が行われるようになった｡だが,市参事会の消極的な姿勢を反映し

て,協議開始後も委員会においては実質的な検討はなされず,市議会での審議のための草案を策

定するという本来の役目を果たすことはできなかった｡他方で委員会は,この間に,大ベル リン

の自治体間で失業保険をめぐる情報交換の場を設けることを提議し,それを実現させることには
19)

成功した｡

1910年 1)｣にベル リンの市庁舎で開催された自治体rT''lの協議には,ベル リンやシェ-ネベル

ク,シャルロッテンブルクをはじめとする7つの自治体と,テル トウおよびニーダーパルニム

の2つの郡の代表者が出席 した｡この協議において,ベル リンと,シェーネベルクおよびシャ

ルロッテンブルクの主張は真っ向から対立した｡

ベル リン側の見解によれは,ガン･システムを主体とする失業保険は労働者層の大半を占める

非組織労働者を排除することとなるため,非組織労働者も強制的に加入させるための法的権限を

自治体が有する必要がある｡また,シェーネベルクやシャルロッテンブルク独自の試みをl軋LLす

る意l勤まないが,両都市が先駆的に失業保険を確立すると,将来的に大ベル リンを包括する広域

失業保険を策定する際に,一元的な制度構築を阻む要因となる可能性がある｡そして,この時点

ですでに,翌 1911年に榊催される ドイツ都市会議総会において都市失業保険が議題として取 り

17) I.Jastrow/W Badtke, KommunaleArbeitsloselWerSLCherung.Denhsc/mβ und Mate7･LaL-

sa'nmlunguorgelegtde'nMaglst7･atCharlottenburg,Berlin1910.シェーネベルクTfl参事会の資料

調査の成果は,VorlagenfardieStadtverordneten-VersammlungzuSch6nebergvom25.Januar

1909,にまとめられている｡

18) Am tlicherstenographischerBerichtftirdieSitzungderStadtverordnetenversammlungvom

14.Mat1908u,vom10 September1908,1n:LandesarchivBerlin(以下,IJAB.),ARepOO1-

02,Nl･14,

19) Am tlicherstenogTaphischerBeriChtfardieSitzungderStadtverordnetenversammlungvom

19 Januar1911,S.27,1n:LAB.,ARepOO1-02,Nr.14.
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上げられることが決定していたため,同総会の議決を通じて強制加入権の付与をライヒに働きか
20)

けるべきであり,それまでは静観の構えを取るべきであるというのがベル リンの主張であった｡

これに対してシェ-ネベルクとシャルロッテンブルクは,次のような見解を示した｡国家的失

業保険が期待できない現状では,ガン･システムを主体とする都市失業保険が唯一の実践的な解

決策である｡また,たしかに非組織労働者をも包摂するには強制加入のための法的枠組みを形成

することが望ましいが, ドイツ都市会議を通じたライヒ政府-の働きかけによってそれを実現さ

せるには相当な年月を要する｡したがって,すでに失業保険の導入計画を策定している自治体は
21)

それを続行すべきであると,両都市は主張した｡

他方, リックス ドルフや,ポクスノ､-ゲンールンメルスブルク,ニーダーパル二ム郡など,住

民の大部分が労働者のベル リンの東部および北部の自治体は,シェーネベルクやシャルロッテン

ブルクのような富裕な都市とは異なり,各自治体単独での失業保険の導入は困難という見解を出

した｡また, リックス ドルフのように,そもそも失業手当を備えた労働組合の存在 しない自治体

もあった｡それゆえ,これらの自治体は,大ベル リン全体を包括し,かつ必要経費は各自治体が
22)

その人ロに応じて負担する広域失業保険を求めた｡

以上の協議はあくまでも情報交換に主眼を置くもので,共通政策の策定を意図したものではな

かったが,1910年までに,失業保険は大ベル リンの共通課題と認識されるようになっていたの

である｡失業保険に対する自治体間の温度差は大きかったものの,国家的失業保険が望めない状

況では都市レベルで何らかの対応を図る必要があるという点で,各自治体の見解はほぼ一致して

いた｡その中では,ベル リンを筆頚に,大ベル リン全体を包旅する広域失業保険-の道を慎重に

探るべきだとする主張が有力であった｡これに対して,シェ-ネベルクとシャルロッテンブルク

は独自の解決策を模索することとなる｡

2 都市失業保険導入の論拠

(1) シェーネベルクとシャルロッテンプルクの社会経済状況

ベル リン市の西南と西に隣接するシェーネベルクとシャルロッテンブルクは,もともとテル ト

ウ郡に属する良村自治体であったOともに 1870年代以降,蓑 1にみられるように大ベル リン全

域の動向を上回るテンポで人口が急増した結果,シャルロッテンブルクは 1877年に,シェ-ネ

ベルクは 1907年にそれぞれ郡格都市に昇格 し,両都市とも1905年までに人口10万人以上の
23)

大都市-と成長している｡

シェ-ネベルクの就業人口比率は,1907年を例にとると,第 2次産業部門38.5%,第 3次産

業部門 29.4% であり,第 2次産業部門の中心は建設業,被服製造業,機械製造業,食品製造業

20) RegistraturderVerhandlungilberdieArbeitslosenversicherunginGroB-Berlin(Berlinim

Rathausam6.Januar1910),S.2,10,in:LAB..ARepOOll02,Nr14.

21) RegistraturderVerhandlungdberdieArbeltSlosenversicherunginGl･013-Berlln(Berlinlm

Rathausam6 Janual･1910),S5-7,1n:LAB.,ARepOO1-02,Nr14.

22) RegistraturderVerhandlunguberdieArbeitslosenversicherunginGro乃IBerlin(Berllnim

Rathausam6 Januar1910),S.8,12,14,1n:LAB.,ARepOO1-02,Nr.14
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表 1 大ベルリンにおける人口の推移 (1871-1905年)

(弾位.人)

1871年 1885年 1895年 19

05年<JL'リ/ 826,000 1.315.000 1,677,000 2

,040.000シャル ロッテ ンブル ク 20,000 42.400 132

.400 322,8004,800 22,00

0 46,700 144,700リックス ドル7/ノイケル ン 8,100

22,800 62,700 262,100ンエーネベルク 4,
600 15,900 60,000 175.100ンユパ ンダウ 20,000 32.500' 55,800 95,500

シユテグ リッツ 1.900 8.500 16,500 83,40

0ゲイルマース ドル7 1,600 3,600 14,300 139,400

大ベル リン全域 915.000 1.537.000 2,218,000 3,674,000出所) M.Erbe,

…Bel･11nlm KaiserrelCh (1871-1918)",in:W Ribbe,GeschLChteBet.LLllS

Bd2,VoaderMat?l･eUOILLtLOnbiszurGegenwart,3el.Weltel'teundaktuallSierteAunage.Berlln2002,S

694.であった｡第 2次 ･第 3次産業部門ともに比較的小規模な経営単位が多く,従業員 200人以上

の大規模経営は 9,301社のうち,わずか 10社に過ぎなかった｡他方,従業員 5人以下の小

規模24)経営は全体の 90% 以上にのぼ り,そゐぅち従業員 1人の零細経営が 57% 弱を占

めていた｡また,高級官僚 ･軍人や,年金生活者,資産生活者などの高所得層の占める比率が

高い点がシェーネベルクの社会階層の特徴であった｡そのため,人口5万人以上のプロイセン都市の

中でシェーネベルクは,･所得税

納入義務を有する市民の比率が第 1位であり,1人当たり納税領が第 5位25)で

あった｡シャルロッテンブルクでは,1880年代以降に工業化が本格的に展開する｡ベル リ

ンから生産拠点を移転させてきたジーメンスーノ､ルスケ社に代表されるように,中核となった

のは電機業および機械製造業であった｡シェ-ネベルクと異なり,経営規模の大きな企業が多く,従業員

51人以上の企業が 1907年時点で 132あり,そのうちの 27企業は従業員 200人以上の大#_業であ

26)った｡工業化の進展とともに,労働者の人口も急増 し,1907年には就業人口の 66% に相

当する11万 7,000人が ｢労働者 ･下級職員 ･奉公人｣に分叛された｡他方で,16% に

相当する約 2万人が ｢錬職｣に分瑛されたが,その 65% 以上が高所得の年金生活者や資産家であっ

た｡これ紘,1870年代以前よりシャルロッテンブルクがベル リンの高所得層の居住地として開発されて

きたためであり,1905年の所得税の納税

総領はベル リンとフランクフル ト･アム ･マインに次27)いで,プロイセン都市の中で第 3位であった｡23) D･Schtitte,GeschichtederBerlinel･Vel･W

altungsbezLrke.Bd.1:Charloltenburg,Berlin1988,SSol;V,Viergutz,GeschichtederBer

lLnerVel･Waltungsbezirhe.Bd.51Schbneberg,Berlin1988,S.58-72.この時期のチルトウ郡の変容については,加傾房排 『ドイ

ツ都市近郊史研究- ｢榔市史とJJ立村史のあいだ｣序説-』軌草†li=房,2005年,を参照｡24) VerwaltungsberichtdesMagistratsderStadtSch6nebel･g,Bd.3(1910),S.

132f.,139,395.25) VierglltZ.Schbne

berg,S.7626) Schutte.Chal･lottenbul･g,S.54f.27) F.Escher, "DieWestausdehnungCha

rlottenbul･gS190011945'',in.W.Ribbe(Hg.),VoaderResidenzzurCLty.275JahreCharlottenburg,Berlin198

0,S265;Schtltte,Charlotten-burg,S.40,52.
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以上のように,シェ-ネベルクとシャルロッテンブルクは,共に工業集積地域を内包する富裕

層の居住地として位置づけられる｡両都市とも大ベル リンの自治体の中でも特に財源に恵まれて

おり,それが失業保険に対する積極的な対応の共通与件となった｡この点を確認した上で,次に,

両都市においてどのような計画が策定されたのかをみていきたい｡

(2) 失業保険導入の論拠

シェーネベルクとシャルロッテンブルクの両市参事会はほほ:'同時期に失業保険導入の計画策定

を開始し,ともに具体的な制度設計に先立ち,まず都市失業保険導入の論拠を市議会に提示した｡

シェ-ネベルクについては,同市参事会員H.ライディヒ (HelmannLeidlg)が 1911年に作成し

た報告書に,シャルロッテンプルクについては,前述のヤス トロウの覚書に,それぞれ詳細が記

載されている｡両者に共通する主たる論点は,失業保険そのものの是非,失業保険の実施主体の

問題,そして制度の根幹をなすガン･システムに対する評価の3点である｡

第 1の失業保険そのものの是非について,企業の巨大化や,カルテルなどによる市場の独占

化,そして保護関税をはじめとするライヒの市場介入の強化に起因する ｢責任なき失業｣(un-
28)

verschuldeteArbeitslosigkelt)に失業保険を正当化する起点を求めている｡｢責任なき失業｣とは,

労働意欲 ･能力を備えながらも適切な職のない失業状態をさす概念であり,｢大不況｣の経験と

その後の景気変動理論の発展に伴って普及した｡これによって,失業は社会的に規定されたもの
29)

であり,労働者個人のFT己責任ではないということが初めて認識されるようになったのであるO

その上で,失業保険の対象は,失業者全体ではなく熟練労働者などの自助可能屑に限定されて

いた｡ライディヒによれは,従来の緊急失業救済事業は,重労働を中心とする雇用創出策であり,

これに不慣れな熟練労働者や職員層にとっては,失業によって悪化した健康状態をさらに悪化さ

せる危険性があるため,きわめて ｢非人道的かつ反社会的｣である｡これに対して,労働強制を

伴わない失業手当の給付は,｢人道的見地｣からみて最良の方策といえる｡また,自助を前提と

しているために,従来の ｢恩恵｣(Geschellk)としての救貧と興なり,失業手当は ｢要求すべき

権利｣となる｡そのため失業者は,たとえ失業手当を受給したとしても,｢再び職を得ることに
30)

よって自尊心を失 うことがない｣｡

また,失業保険の財政的効果としては,救貧郭業と疾病扶助の費用抑制があげられている｡す

なわも,｢道徳的退廃と疾病の温床｣となる失業崎の困窮を失業保険によって緩和することがで
31)

き,救貧および疾病扶助の対象者の増加を予防することが期待されていたのである｡以上より,

｢責任なき失業｣の認識を前提とした上で,都市失業保険の主目的は熟練労働者を小心とする自

助可能層の防貧に設定されていたといえよう｡

28) H.Leidlg,DLeAl-beLtSlosenunterstiLtZung deT･StadtSchbneberg,Berlin 1911,S.18.;

Jastrow/Badtke,Al･beLtSLoseTWerSLCherung,S.18f.

29) Faust,ArbeitsTnaTlupoILtLh,S.39f

30) Leidig,A′･beitslosenunterstutzung,S.15f.,26f.ライディヒほど詳糾な説11)]はないが,ヤストロ

ゥも失業保険の主脈は熟練労働者の救済にあると主張している｡Vgl.Jastrow/Badtke,Al･beLtS-

losenuersicherung,S.30f.

31) Leidig,Al･beitslosenunterst立tzung,S.15,19.

78 (78)



⑥ 『社会経済史学』77-1(2011年 5月)

第 2の失業保険の実施主体については,都市ではなくライヒが最良の選択肢であるが,その

実現性がきわめて低いので,都市自治体が将来的なライヒ失業保険の先駆けをなすべきであると
32)

された｡特にライディヒはこの点について踏み込んだ議論を展開させている｡たしかに各都市が

個々に失業保険を導入した場合,当該都市に失業 リスクの高い労働者が集中し,｢火中の架を拾

う｣危険性は否めない｡だが,住民を失業による困窮から防ぐことは都市自治体の義務である｡

また,都市 レベルでの失業保険の普及はライヒ失業保険の導入を促進することが期待される｡そ

れは,単に失業保険についての経験が蓄積されるためだけではなく,ガン･システムを主体とす
33)

る都市失業保険が,その政治的特性のゆえにライヒの焦燥感をあおることとなるためである｡

ここで指摘された都市失業保険の政治的特性は,第 3の論点であるガン･システムの評価に

関連する問題である｡ガン･システムの導入を支持する最大の論拠とされたのは,既存の労働組

合の失業手当を利用するため制度の構築が容易なだけでなく,組合の失業手当も組合費の納入を
34)

前提としているため,自助の促進につながる点である｡また,運用上の利点として,労働忌避の

予防があげられている｡｢責任なき失業｣を判断する上で,最も困難なのが ｢適切な職｣の有無

であり,この濫用による労働忌避の増大が失業保険の反対論者から憂慮されていた点である｡労

働現場を熟知する労働組合が給付の是非を判断するガン･システムにおいては,｢適蜘な職｣に

対する判断が適卯こ行われ,また,制度のiI.濫用者に対しても組合員相互の監視が行きJllは やすい
35)

と考えられたのである｡

しかしながら,使途を失業手当に対する補助に限定しているとはいえ,ガン･システムは必然

的に労働組合-の財政支援と同義となる｡これによって余裕が生じた資金を労働組合がス トライ

キの際の闘争資金に充当することによって労働運動が激化し,ひいてはそれが最大の労働組合を

影響下に置く社会民主党の勢力拡大につながることが,アディケスをはじめとするガン･システ
36)

ムの反対派によって何よりも危供されていたのである｡

これに対してヤス トロウは,ガン･システムによって失業手当の給付手続きを労働組合に委ね

ておくことが逆に労働運動の抑制につながると主張する｡1880年代以来の社会保険制度の拡充

紘,労働組合の共済機能を代替することにより,労働組合のプレゼンスを低下させてきた｡仮に

失業手当までも労働組合の手から奪ってしまった場合,ス トライキの実行が労働組合にとって残

された唯-のプレゼンス発揮手段となり,これまで以上の労働運動の激化が予想されるoこの見

解は,自由労働組合首脳部における1890年代以来のス トライキ忌避の傾向と,改良主義-の路
37)

線転換を念頭においたものであった｡

32) Jastrow/Badtke,ArbeLtSloseTWerSIcherLLng,S.33.;Leidig,ArbeitslosenunterstiLtZung,S

13f

33) Leidlg,ArbeLtSlosenuntel-Stiltzung,S20-23.

34) Jastrow/Badtke,ATlbeLtSlosenuel･SLCherung,S29.;Leidig,ArbeLtSlosenu7uel-StutZung,S
33.

35) Jastrow/Badtke,ArbeLtSlose7We'IS乙Cherung,S16f;Leldig,Arbeitslosenunterstutzung,S.
12.

36) Faust,Arbeilsmarhtpolitlk,S.145;Henning,"Al･beltSlosenversICherung",S.283-285.
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3 シ ェーネベルクにおける失業保険の展開

(1) シ ェーネベルク ･システムの概要

シュ トラスブルクをは じめ として早期にガ ン ･システムを導入 した都市では,失業保険制度は

同システムによってのみ構成 されていた｡ しか しその後,非組織労働者の排除の問題が認識 され

るのに伴い,任意加入の失業金庫や貯蓄 システムな どに よってガ ン ･システムを補完す ることを
38)

通 じて, この問題の解決が図 られ るよ うになった｡ シェーネベル クとシャル ロッテ ンブルクで策

定 された失業保険制度はガ ン ･システム改良の代表例であ り,それぞれ シェ-ネベルク ･システ

ムとシャル ロッテ ンブルク ･システムと呼はれた｡

シェーネベル ク ･システムは,ガ ン ･システムと貯蓄 システム,それに給食 システムを融合 さ

せた ものであ った｡表 2にみ られ るよ うに,組織労働者を対 象 とす るガ ン ･システム と,非組

織労働者を対象 とす る貯蓄 システムお よび給食 システムとを並存 させ ることによ り,1年以上 の

市内居住の条件を満たす,すべての労働者 ･職員が対象 となっていた｡特に貯蓄 システムの給付

金領や給付期間については,組織労働者を対象 とす るガ ン ･システムと同 じ水準 となってお り,

非組織労働者の排除 とい うガ ン ･システムの最大の問題点の克服がはか られていた｡ また,非組

織労働者の中で も貯蓄の余裕がない低所得の労働者に対 して,失業が最 も深刻化す る冬季に公営

表 2 シェーネベルク･システムの概要

貯1替システム 給食シス

テム前挺条件 ーflIJlに1咋以｣二).'川三.｢ll壬lT=な

き失業｣対lA/( 失澄TwlllilJ度を41するIr1(勺労働糾合の糾合n ガン.システムの対象満以外でI拝営貯戟qIZJ.liにll座をイ了すら/t果JT 左記対象

Zf以外の失澄満対象外の.J.I-.Ell ストラ

イキ.ロツ//アウト給付lJl'45 I);1朔糾介が給付する失芙T:当 失叉lgJll"lH.に､l'l該IILj至から,JE公常食'iiviでの稚食の食券を凡l巾 (侃イl1)Ulr
E'!'J-10)JIEl～の50%をllJJが F二乗せして抑 きドろす金JHIJの50%をll1-が

習咋3)131It).家族 が い助, l=l恥は1人 Lゝ/lたり1マ ヒ乗せ して抑助,J=Fg丈は1

るljJj合は'#族の/J}の食券も支ルク/日 人当たり1マルク/

lt 給するが上F眼は総御60ペニヒ/l1好け

HU=E.I Jllj{咋lLlr,l6011打ち

P)り 円梶川,職認紅J.介所から細介された職の拒否待機jgJrl"ll 所1.IlaL今金純への申訂iJ-の3迎J

l'l]後 職淡鮒介所-のlll訂J'.の1m'"'l後その他 失

業下Lゝ'tの受給中は.日に1度の職深紅JI介所での登録確認のぷ凝LLlj所) H Leidig,DLeArbeLtSLoserLunterStiilzu77gderSladlS

chbrleberg,Berlin.1911.S.40-4737) Jastrow/Badtke,ArbeLtSLoseTW erSLChe

t･ung,S.17120.自由労働組合の方針転換に伴い,組令員に対する失業手当がTri祝されるにいたった経経については,Sch6nl10Ven,"se

lbsthilfeH,S.160f.,167-172を参願｡38) 都市失笑探険の原

型とその採用都市数は以下の通 りである.ガン ･システムのみ-5都市.〟ン･システム+失笑金庫

-3都市,ガン･システム+貯蓄システム-4都市,ガン･システム+貯蓄システム+給食システム-2都市｡Vgl.DetuscheGesel

lschaft zurBek孟mpfung derArbeits-1osigkeit(Hg･),DergegenwartigeStandderAl･beLtSlosenrul･SO7･geand
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食堂 (volkskuche)での昼食を提供する給食システムが準備されていた点がシェーネベルク ･シ

ステムの大きな特徴である｡

3システムのいずれを選択するかは労働者の任意とされていたが,3システムを併存させるこ

とにより,都市失業保険の主眼である自助の促進が意図されていた｡ガン･システムは,労働組

令-の組合費の納入を通じた組織労働者の自助を,貯蓄システムは,貯蓄金庫-の貯蓄を通じた

非組織労働者の自助を促進することが期待されていた｡また,.貯蓄システムについては,その給

付条件がガン･システムのそれと同等に設定されていたのは,非組織労働者と組織労働者に対す

る公平さを保つだけでなく,失業手当の有無による労働組合への加入を促す圧力を緩和し,労働

組合の勢力拡大を抑制することが意図されていた｡他方,給食システムは受給者の反対給付を必

要としないので,扶助的な性格が強 く,単独では自助を促すことができない｡しかし,ある程度

の経済的余裕のある労働者 ･職員は,最庇所得層の労働者が集まる公営食堂での食事ではなく,
39)

貯蓄システムによる現金での給付を求めるため,逆説的に自助を促すことになると考えられた｡

以上の内容を骨子とするシェーネベルク ･システムは,従来の緊急失業救済事業の代替事業と

して 1910年 11月30日に市議会に上程された｡毎年の予算として 1万 5,000マルクが計上され

たが,これはシェーネベルク ･システムの導入を機に廃止される緊急失業救済事業の経費によっ
40)

て充当されることとされた｡この議案が市議会でどのように議論されたかについては,この時期

のシェ-ネベルク市議会の体系的な議事録が存在 しないため,1910年 12月6日の市議会の状

況を報 じた 『シェ-ネベルク日報』(schonebergerTageblatt)がほぼ唯一の史料となっている｡

同紙によれは,議案の策定に長期間を要したことと,1年間の居住条件による当面の失業問題に

対する即効性の欠如に対して若干の批判が出されたものの,ガン･システムを主柱としつつ,貯
4])

蓄 ･給食システムにより非組織労働者の包摂を目指す点は市議会の全党派が支持を表明していた｡
42)

そのため,早くも同月末にはシェーネベルク ･システムの導入が議決された.

(2) シェーネベルク ･システムの運用実態

シェーネベルク ･システムは翌 1911年 1月 26日より運用が開始された｡そして,第一次世

界大戦勃発後の 1914年 10月 12日に,市内居住年数にかかわらず全失業者を対象とする ｢包括
43)

的失業扶助｣(Al1gemeineErwerbslosenfursorge)が導入されるまで存続する｡

表 3は,シェーネベルク ･システムの全運用期間の概要を示したものである｡受給者につい

ては,全体で4年間を通して申請者の80% 以上が受給を認められており,受給者数は4年間で

502人から1,040人-と倍増している｡その内,ガン･システムの受給者は 1911年の95% か

ら1914年の89% -とその比率を若干減少させているが,常に全体の90% 前後の高い水準にあ

った｡給付期間と給付金頂についても,ガン･システム受給者の占める比率はそれぞれ 86-97

39) Leidig,Arbeitslosenunterstutzung,S.35-37.

40) VorlagenfurdieStadtverordneten-VersammlungzuSch6nebergvom5 Dezember1910,S.

269f

41) SchonebergerTageblatt,Nr.286vom7.Dezember1910.

42) KommunalePraxis,Jg.ll,Nr.4(28.Januar1911),Sp.104.

43) GeschaftsberichtdesstadtischenArbeltSamtSBerlin-Sch6neberg,1916/19,S.6.

(81) 81
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表 3 シェーネベルク･システムの運用実態 (1911-14年)

(1) 受給者数 (中位 :A,%)

貯讃システム 給食システム 受給新教合計 EPEf'J'-老数 採択比受給新教 仙 JR比 受給瀬数 構成比

受給/T数 柵 荻比1911年 479 95.4% 8 1.6% 15

3.0% 502 600 83,7%1912咋 620 91.9% 40

5.9% 15 2.2% 675 768 87.9%1913年 711 84

.7% 98 ll.7% 30 3.6% 839 982 85.4%1914年

930 89.4% 82 7.9% 28 2,7% 1,040 1,205 86.3%(2) 給 付 期 間

(単位 :ll,%)貯諮システム 給

食システム 総計延べ 柵荻比 1人'L'lたり 延べ 胞衣比 1人当た り 延べ

構成比 1人 Lゝ'Iた り1911咋 10.908 96.7% 23 192 1.7% 2

4 183 1.6% 12 ll.2831912年 15,570 91.9% 25 987

5.8% 25 177 1.0% 12 16,9341913咋 21,318 85,9%

30 2,950 ll.9% 30 488 2.0% 16 24,8161914咋 22.925 90.8% 25 1,823 7.2%

22 444 1.8% 16 25,239(3) 給 付 金 額

(ril一位 マルク.%)lFi溜システム 某氏食システム 総計給付金徴

柵茨比 1人､1た り 給付金Ĵdi 仙戊比 1人当た り 給付金'ui 構成比 1人'L'lた り1911年 8,749.00

96.9% 18.27 192.00 2.1% 24.00 90.30 1.0% 6.02 9.031.301912年 12,631.

00 92.1% 20.37 987,00 7.2% 24.68 100.20 0.7% 6.68 13.718.201913iF- 17,478.36 84.3% 24.58 2,946.57 14.2% 30.07 317.60 1.5% 10.59 20.

742.531914勺三 17,6

92.74 88.9% 19.02 1,819.83 9.1% 22.19 385.10 1.9% 13.75 19,897.67tl=) 各咋の迎川JtJJH"lJは 1)I1Hから 12)J31日まで｡

ただし,1911咋は 1)J26日から 12)J311ほ で.1914年は 1)Jlnから 10)112日まで0

日'JJyf) GeschaftsberlChtdesstadtischenAl･beltSamtSBerlm-Schonebel.ど1913.

S.5f.,1914/15,S7f,KommunalePraxIS,J

g.13,Nl･36(6 Septembel･1913).Spl127ff% と84-

97% で推移してお り,その運用実緋の高さが際立っている｡次に,貯蓄システムについてみ

ると,全体に占める対象者の比率は,初年度こそ 1.6%のきわめて低い水準にあったが,そ

の後,受給者の増加 とともにその比率 も増加 し, 1913年には 10%を超えるにいたった｡また,1人あた りの給付内容に着 日

すると,給付期17=''lvこついてはガン ･システムと貯蓄システムとも毎年はぼ同水準であ

ったのに対して,給付金頂については貯蓄システムの受給者の方がガン ･システムの受給者より

も平均 5マルク弱多 く受給 していることがわかる｡これは,非組織労働者の中でも相対的に高所得の労働

者 ･職員が貯蓄システムを利用 していたことを示唆しているといえよう｡次いで,表 4は

1913年のガン ･システムの運用実態を所属組合別に示 したものである｡受給者数,給付期 間

,給付金額のいずれの項 目において も, 自由労働組合の比率が 90% 以上を占めてお り,同組合

がシェーネベルク ･システムの最大の受益者であった｡また,その中では,金属44)加工や印刷 ,大工など熟練を要する職種の組合が比較的高い比率を占めていた｡シェーネベル

ク ･システムの



⑥ 『社会経済史学』77-1(2011年 5月)

表 4 シェーネベルクにおけるガン･システムの運用実態 (1913年)

労働組合名 受給者数 給付延べ 日数 給付簡 (マル

ク)自由労働組合 654(92.0%) 19,635(92.1%) 16,332.18(

93.4%)ヒルシユ .ドゥンカー系労働組合 6 (0.8%) 139 (0.7%) 13

2.88 (0.8%)キL)ス ト激系労働組合 6 (0.8%) 110 (0.5%

) 71.64 (0.4%)その他 45 (6.3%) 1,434 (6

.7%) 941.66 (5.4%)合計 705(100.0%) 21,208(100

.0%) 17,406.72(100.0%)江) 各項の/く-センテージは全休に占める構
成比を示している｡ただし,小数点約 2位以下を四捨五入

しているので,必ずしも合計は 100%にならない｡llt'-柄)GeschaftsberlChtdesstadtlSChenArbeltSamtSBerlin-Sch6

neberg1913,S13f.る｡だが,対象者全体に占める非組織労働者

の比率はきわめて小さく,その積極的な包摂の試みは成功したとは言い難い｡市労働部局は,

その原因を 1年間の市内居住条件に求めている｡非組織労働者の大部分を占める不熟練労働者はきわめて短

期の内に職場と住居の移転を繰 り返すため,45)受給資格の取得が困難だったのである｡

この点は,表 3にみられるように,反対給付を必要としない給食システムの受給者数の比率が一貫して,2.2-3.7% のきわめて低い水

準で推移していることからもうかがわれよう｡

4 シャルロッテンプルクにおける失業保険の

挫折(1) シャルロッテンプルク ･システムの概要シャルロッテンブルク ･システムは,

表 5にみられるように,ガン･システムを主柱とし,これに貯蓄システムと市営失業金庫を融合

させたものであった｡ガン･システムと貯蓄システムについては,シェ-ネベルク ･システムと

基本的に同じ給付条件であった｡シャルロッテンブルク ･システムの撮大の特徴は,この2つ

のシステムと並んで,任意加入の市営失業金庫が設定されている点である｡この失業金庫は,個

人加入の失業保険としても機能するが,むしろ失業手当を備えた既存の労働組合や企業の追加保険とし

て機能することが意l雲lされていた｡そのために,労働組合ない し使用者がその労

働者を一括 して加入 させ ることがで きる ｢団体保険｣(Gesamtversicherung)の条項がつけられていた｡｢団体保険｣を利用する際の,保険料 ･給付金

46)額などの規定は個人加入と同一であった｡シャルロッテンブルク ･システムの運用に

要する年間予算は,1万マルクが計上された｡この他に,市営失業金庫については初年度に

設立基金が必要であり,その財源は市の支出する2万マルクと,使用者や民間の各種協会からの

寄付金によってカバーされることとされた.また,同金庫の毎年の運用費には,市のシャルロッテンブルク ･

システムの年間予算から3,000マルクを47)充当するとともに,加入者の拠出金と使用者

および各種協会からの寄付金をあてることとされた45) KommunalePraxIS,Jg13,Nr.36(6.Sept

embel･1913),Sp.1127f.46) VorlagenftirdieStadtverordneten-VersammlungzuCharlott

enburg,1911,S136-140147) VorlagenfurdieStadtverordneten-VersammlungzuCharlottenburg,1911,S136,138
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表 5 シャルロッテンプルク･システムの概要

貯蓄システム 市営失業救済

金庫対象者 労働組合に所属する男女の労 男女の労働者 .職員 (失業扶助を右する労働組合
の組合員は働者 .職員 追加保険と

して加入可能)前捉条件 市内に 1年以上居住.描後 市内に 1年以上居住,111最後の職場が市内に所在.30マル//以上の貯幕ĴiBが椛認されてから12カ月後に受給権独得 市内に6カ月以上居住,過去 2年l=とl

=J48週間以上就業,の職場が市内に所在 6カ月以上の保険料の

支払いによって受給権牲待対象外の訴l圭一 疾病 .妊娠 ..出産,事故.身体障害による長)訓の勤務

不能,ス トライキ,ロック7ウ卜給付内容 労働組合が給付する失業手当 失業lUJl1=H.=ーコに当該口座から引き下ろす金'̂jtBの50%を市が上乗せ して榔助,上限は 1人当た り1マルク/ 日 給付金簡-1マルク/ 日◇保の50%を市が上

乗せ して補 険料 -25ペニヒ/過 (6カ助.上限は

1人当た り1マ 月以上の支払い),団体保険ルク/ El,給付JUll7=lこ】-年間JILi- の場合も,給付金価 .保険料

長60日 は同一待機lUJrIL''1

1週間打ち切り 再雇用.職業紹介所から紹介された職の拒否

その他 市域外での罷用を希望する者には転.'iJ.TLkを給付lLJj所) VorlagenfurdieStadtverol･dneten-VersammlungzuCharlotte

nburg1911,S136-140(2) ガン ･システムの撤回シャルロッテンブルク

･システムの導入を求める議案は 1912年 5月 221ヨに,市議会に上程された｡同議案は

,ここで自由主義議員の強力な反対に直面する｡反対意見の論拠は様々であったが,主として,非組織労

働者の排除と,労働組合の失業手当に比例した補助金の配分に伴 う,48)失業手当の格差

助長の2点に集約される｡より具体的な反対論の素欄となったのは,すでに運用が始まっていた

シェーネベルク ･システムの実態である｡特に注目されたのが,給付対象が専ら自由労働組合の

所属者によって占められていた点である｡このため,社会民主主義勢力の拡大を警戒していた自由主義議員たちは,ガン･システムを撤回し,市当

局が管理しやすい市営失業49)金庫に制度を特化させることを求めた｡これに対して市

参事会は,ヤス トロウの覚書に依拠しつつ,国家的な強制保険の導入が期待されえない現状では

,ガン･システムが労働者の自助を促す唯一の現実的方策であると反論した｡非組織労働者の排

除の問題については,貯蓄システムと市営失業金庫がその受け皿になりうると主張し,また,失

業手当の格差助長の問題点については,保険料の負担能力や失業 リスクに応じたものであり,保険原則に

則る限り不可避の事態であるとした｡そして,市営失業金庫-の特化50)は高 リスク層の集

中を招 く危険性がある点を指摘し,ガン･システム反対論者の再考を求めた｡社会民主党は,

自由主義議員たちの反対論の其の目的は使用者たちによる企業内福利-の労働者層の従属を維持

することであると批判し,市参事会の見解を支持した｡他方で,市営失業金庫48) AmtllCheBerichtbberdieVerhandlungderCharlott

enburugerStadtverordneten-Versamm-1ungindenoffentlichenSitzungennachStenographi

scherAufnahme(以下 BerichtCharlot-tenburgerStW

),SltZungVOm 22.Ma主1912,S216f.49) BerichtCharlottenburgerStVVHSltZu

ngVOm 22.Mai1912,S217f.,220f.50) BerichtCharlottenburgerStVV.,SltZung
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は労働組合の失業手当と競合することになるだけでなく,｢将来的に失業保険制度から労働組合

を排除し,市の専有物にする｣ための伏線であると非難し,この点については市参事会と異なる
51)

見解を表明した｡以上の社会民主党側の見解は,失業保険をめぐる市当局,労働組合,使用者の

3者の対立関係を浮き彫 りにするものであった｡

自由主義議員の中にも,ガン･システムを主体とする制度が最も現実的であり,反対派が指摘

する ｢副作用｣があったとしても,｢労働者層の福利を増進することが市の利益｣となるとして

法案を擁護する者も少なくなかったOしかし,反対派の自由主義議員を中心にガン･システムの
52)

撤回を求める声は大きく,33票対 20票でガン･システムの撤回が議決された｡

(3) 失業保険法案そのものの廃案

ガン･システム撤回の議決を受け,市参事会は市営失業金庫に特化した新たな法案を策定した｡

新法案は,さきのシャルロッテンブルク ･システムに含まれていた市営失業金庫をベースにし,

当初計上された市の年間予算 1万マルクをすべて同金庫-の補助金にあてることとされた｡た

だし,団体保険の規定に若干の変更がなされた｡旧法案では,個人加入と団体加入の給付条件な

らびに保険料に関する規定は同一であったが,新法案では個人加入の給付金額が日頒 1マルク

から1.50マルク-引き上げられるとともに,団体加入の給付金領はその半分の75ペニヒに設

定された｡また,保険料については,個人加入のケースでは 1週間あたり25ペニヒに据えJl豊か
53)

れたが,団体加入については 10ペニヒに引き下げられた｡この法案は,団体保険の保険料を引

き下げることによって組織労働者の加入を容易にして,ガン･システムの機能を代替させるとと

もに,個人加入の失業手当の給付金頂を引き上げることによって,非組織労働者の加入を促そう

とするものであった｡

新法案は 1912年 12月4日に市議会に上程されたが,社会民主党と自由主義政党の両陣営か

らの反対にあった｡社会民主党が特に強い批判を寄せたのは,新法案においても,過去 2年間

にわたる年間 48週間の就業が給付の前提条件となっている点である｡同党の見解によれは,こ

の条件を満たすことのできる労働者にはそもそも失業保険は不要であり,ガン･システムが撤回

された時点で制度は実効性を失っているので,この就業条件のために,｢失業保険の名を冠して

いるが,まったくその実態が伴わない制度｣となる｡そして,すでにシェ-ネベルクにおいてガ

ン･システムを主体とする失業保険の運用が始まっているので,このような失業保険が成立した

場合,大ベル リン連合内での連携をはかることが困難になるとして,社会民主党は失業保険法案
54)

そのものの廃案を求めた｡

自由主義議員が問題視したのは,団体保険の加入条件の緩和である｡団体保険においては,市

が個々の労働者に失業手当を直接給付するのではなく,所属する労働組合ないし企業を通じて一

括給付することとなる｡このため,失業手当の使途を市が管理できず,ガン･システムによる労

51) BerichtCharlottenburgerStVV.,Sitzungvom22 Mai1912.S.224-226,238f.

52) BerlChtCharlottenburgerStVV.,Sitzungvom22.Ma主1912,S.228,236,241.

53) VorlagennirdieStadtverordneten-Versammlung2.uCharlottenburg,1912,S.389-392.

54) BerichtCharlottenburgerStVVHSitzungvom4.Dezember1912,S.437,445-447.
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働組合の援助と同様の構図が再現されることとなるので,自由主義議員は団体保険規定の撤回,
55)

もしくは法案そのものの廃案を求めた｡

両陣営からの批判に対して市参事会は,前回の市議会とは異なり,さほど熱心な反論を試みよ

うとしなかった｡それは,ガン･システムを主体としつつ,それに非組織労働者向けの失業金庫

を融合させてはじめて実効性のある都市失業保険が可能になるという考えを維持していたためで

ある｡しかし,ガン･システムの撤回をもってただちに失業保険法案そのものを廃案にすべきで

はなく,将来の国家的失業保険導入の足がかりとするために,たとえ大きな成果が望めないにし

ても都市失業保険を成立させ,自助原則に則 り失業手当を給付している組織を支援したいという
56)

のが市参事会の主張であった｡議論は決着をみず,最終的な議決は同月 17日の市議会に持ち越

された｡

12月 17日の市議会においては,冒頭で社会民主党から修正動議が出された｡その内容は,市

の補助金給付額を 10倍の 10万マルクに引き上げるとともに,就業要件を排除し,給付条件を

6カ月の市内居住に限定し,団体保険の加入主体から使用者を削除し,労働組合に限定するとい
57)

うものであった｡だが,その一方で,新法案は ｢寅の失業者支援-の道｣を妨げることになると
58)

して,引き続き法案そのものの廃案を求めていた｡したがって,この過大な修正要求は,法案の

可決を望んでいた自由主義議員が批判したように,現実的な改善策でなく,｢失業保険法案その
59)

ものの廃案を 〔社会民主党が〕支持することを偲蔽するためのデモンス トレーション｣にすぎな

かったといえよう｡

社会民主党の修正動議は,団体保険規定の撤回を求める自由主義議員の態度をいっそう硬化さ

せた｡特に団体保険の加入主体から使用者を削除することは,ガン･システムと同様に対象を組
60)

織労働者に限定することとなるため,この点に強く反発したのである｡

両陣営の廃案要求に対して,市参事会はほとんど反論を行わなかった｡法案の可決に尽力した

のは,むしろ一部の自由主義政党の議員たちであった｡彼らは,ガン･システムが撤回されたが

ゆえに ｢全か無｣の論理によって失業保険法案の廃案を求め,失業者救済の可能性を閉ざそうと

する社会民主党を批判しつつ,あくまでも今回の法案を可決することにより,将来的な失業保険
6))

制度の拡充の可能性を残すべきであると主張した｡だが,就業条件と団体保険にかかわる規定に

関して,最後まで妥協点が見出されなかったために,25対 26の僅差で新法案は否決され,最終
62)

的に失業保険の試み自体が挫折したのである｡

55) BenchtCharlottenburgerStVV.,Sitzungvom4.Dezember1912,S438f

56) BerlChtCharlottenburgerStVV.,Sitzungvom4.Dezember1912,S434f.,441-443,447

57) BerlChtCharlottenburgerStVV.,Sitzungvom 17.Dezember1912,S.468.

58) BerichtCharlottenburgerStVV.,Sitzungvom 17.Dezember1912,S.469-472.

59) BerichtCharlottenburgerStVV.,Sitzungvom 17 Dezember1912,S.478,481.(〔〕内は

引用者による補足を示す｡)

60) BerichtCharlottenburgerStVV.,Sitzungvom 17 Dezember1912,S475f.

61) BerichtCharlottenburgerStVV"Sitzungvom 17 Dezember1912,S.474f.,479

62) BerichtCharlottenburgerStVV.,Sitzungvom 17 Dezember1912,S.483.
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5 大ベルリン広域失業保険構想の挫折

(1) ノイケルン市の提言

シェーネベルクとシャルロッテンブルクの動向は,大ベル リンにおける失業保険をめぐる議論

を進展させ,複数の自治体で法案の策定が試みられた｡その 1つであるノイケルン市参事会は,

シャルロッテンブルクでの失業保険の導入が挫折した後の 1913年6月に大ベル リン連合に対し

て,大ベル リン連合全域を包括する広域失業保険の導入を提言した｡

その提言によれは,シェ-ネベルク1都市のみが失業保険を運営している現状において危供

されるべきは,各自治体がシェ-ネベルクの先例に倣って個別に失業保険を導入し,様々な制度

が連合内に乱立することである｡このような事態が生じた場合,次の2つの要因が自治体間の

深刻な対立を惹起する可能性がある｡

第 1の要因は,労働者の居住地と就労地の相違である｡1900年のノイケルンを例にとると,

市内に居住している労働者の46.4% が市域外で就労していた｡シェーネベルクのように市内の

在住労働者を失業保険の対象に設定した場合,居住地の自治体と就労地の自治体の間に,失業手

当の財政負担の不均衡が生じることとなる｡第2の要因は,居住要件の問題である｡居住要件

は,高 リスク層の大量流入を抑制するために不可欠の手段であるが,大ベル リン連合内の労働者

の流動性はきわめて高く,シェ-ネベルクの実例が示すように,待機期間の存在が特に非組織労
63)

働者を排除する要因となっていた｡

ノイケルン市の提言によれは,広域失業保険が実現すれば,まずy=7,I1の問題点については,

居住自治体と就労自治体間の制度上の不均衡が解消される｡第2の居住要件については,大ベ

ル [)ン適合のいずれかの自治体において特定の期間居住することによって条件を満たすことがで

きるので,多くの労働者が受給資格を獲得することができるようになるoそして,失業保険制度

としてはシャルロッテンブルク ･システムが推奨された｡同システム紘,シャルロッテンブルク

では導入されなかったものの,組織労働者については実損の豊富なガン･システムに依拠し,非

組織労働者についても貯蓄システムと失業金庫を通じたET助が想定されているため,最も実践的
64)

な都市失業保険制度と位置づけられたのである｡

(2) 大ベルリン連合内での協議とその帰結

このノイケルンの提言をめ ぐって,同年9月に大ベル リン連合内で自治体間の協議が行われ
65)

たが,大ベル リン連合全域を包括する失業保険の実現は不可能と判断された｡最大の要因は,大

ベル リン連合の自治体間の調整が不調に終わったことにある｡大ベル リン連合で共通の政策を策

定するには制度上,全自治体の同意が必要とされていたが,協議ではベル リンをはじめとしてラ

イヒの強制的失業保険を求める主張と,ノイケルンを中心とする広域失業保険を求める主張との

63) An tragaufEinfhhrungelnerdasGebletVOnGroL31BerlinumfassendenArbeitslosenver-

sicherung(Neuk61n,14.Jun上1913),S.2f"in:LAB.,ARep001-02,Nr.15

64) An tragaufEinfdhrungelnerdasGebietvonGro13-BerlinumfassendenArbeitslosenver-

sICherung(Neukoln,14.Juni1913),S.3f.,in:LAB.,ARep001-02,Nr15.

65) Abschl･1氏desProtokollsderBespl･eChungvom 13.September1913inSacllenderArbeit-

slosenversicherung,S.719,in:LAB,,ARep001-02,Nl･15.
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66)

間の溝が最後まで埋まらなかったのである｡

広域失業保険を求める側の主張の骨子は,ほぼノイケルンの提言に示された通りであり,その

背景には,ライヒ政府に対する不信の念があった.1911年 9月に ドイツ都市会議から連邦参議

院に対してライヒ失業保険を求める請願が出された後も,ライヒ政府は何ら必要な措置を取ろう

としなかったため,ライヒ政脚 こは失業保険導入の責任を都市に転嫁しようとする意図がある,
67)

という認識がこれらの自治体の間では共有されていたのである｡この広域失業保険の実現には中

心都市ベル リンの参画が不可欠であり,ノイケルンの提言に先立ち, リヒテンベルクとシェ-ネ
68)

ベルクの両都市参事会は,ベル リン市参事会に対して失業保険の導入を働きかけていた｡

だが,ベル リン側の見解によれは,制度上の基盤となるガン･システムについては,非組織労

働者の排除という固有の限界があり,また,非組織労働者に対しては,貯蓄システムや失業金庫

などの任意加入の制度では失業保険の実効性を確保することができないので,加入強制が必要と

なる｡だが,大ベル リン連合レベルで強制的な失業保険を導入した場合,他地域から失業 リスク

の高い労働者が大量に流入するだけでなく,保険の導入に伴 う負担増大を回避しようとする企業

が他地域に洗出し,大ベル リン経済圏の地盤沈下を招く危険性がある｡それゆえ,ライヒ全土を
69)

包括する国家的強制失業保険の導入が求められる｡

このようなベル リン側の主張は,シャルロッテンブルクや,シュパンダウ,フリーデナウなど

をはじめとする多くの自治体の支持を受けた｡失業保険を導入済みの唯一の都市シェ-ネベルク

の上級市長 A.ドミニクス (AlexanderDominicus)ち,シェーネベルク ･システムの運用実績を
70)

ふまえた上で,非組織労働者に対する強制的なライヒ失業保険の有効性を認めた.以上の協議の

結果,ライヒ宰相に対して,非組織労働者の比率の高い建設業を中心とする特定産業部門-の強
71)

制的失業保険の導入を請願することとなったのである｡

この請願の内容は,失業保険導入の責任を都市ではなくライヒに求めた,1911年の第 3回 ド

イツ都市会議総会で議決された請願と同じである｡したがって,これによって事実上,大ベル リ

ン連合における郡市失業保険導入の動きは終息したといってもよい｡ベル リン市では,この請願

の提出後も,失業保険導入の協議委員会において,社会民主党系の市議会議員を中心にガン･シ

66) Eingabean den Herrn Reichskanzlerbetreffend dierelChsgesetzlicheElnfdhrungder

ZwangsversICherunggegendieAl･beitslosigkeitvom 18,November1913,S･4,in:LAB･,ARep

OO1-02.Nr.15

67) Abschrlft,desProtokollsderBesprechungvom 13.September1913inSachenderArbeltS-

losenversicherung,S.3,in:LAB.,ARep001-02,Nr.15.

68) AbschriftdesProtokollsderBesprechungvom 13.Septen)ber1913inSachenderArbeitsl

losenversicherung,S.1,in:LAB,ARep001-02,Nr.15.

69) AbschrlftdesProtokollsderBesprechungvom 13 Septembel･1913inSachenderArbeits-

losenversicherung,S･3f･.6,ln:LAB.,ARep001-02,Nr･15･

70) AbschriftdesProtokollsderBesprechungvom 13 September1913inSachenderArbeits-

1osenversicherung,S.4f"ln.LAB.,ARepOOl102,Nr15･

71) Eingabean den Herrn Reichskanzlerbetreffend diereichsgesetzlicheElnfdhrungde℃

ZwangsversicherunggegendieArbeitslosigkeitvom 18 November1913,S.5,in:LAB.,ARep

OO1-02,Nr.15.
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ステムの導入を求める動きが続いたが,ライヒ失業保険を求める市参事会の方針を覆すことはで
72)

きなかった｡ベル リン市の動向は大ベル リン連合全体の方向性を大きく左右するため,失業保険

の導入を求める議論は再燃せず,結局,第一次世界大戦までに,失業保険を成立させ得たのはシ

ェーネベルクだけとなった｡

結 び

大ベル リンでは,失業保険をめぐる議論が始まった当初,導入には慎重な自治体が多かった｡

しかし,国家的失業保険が期待できない状況においては都市 レベルでの対応が必要であるとする

認識が基本的に共有されていた｡シェ-ネベルクとシャルロッテンブルクの積極的な行動は,こ

うした認識を背景とするものであった｡その後,シェ-ネベルクを除いて都市失業保険の導入が

進展しない中,大ベル リン連合を包括する広域失業保険の構想が提起されるに至る｡この構想は

最終的には実を結ばなかったが,シェ-ネベルクとシャルロッテンブルクの主体的行動が,これ

ら一連の動向を加速化させたのである｡

シェーネベルクとシャルロッテンブルクが突出した行動をとり得た前提条件としては,両都市

が大ベル リンの中でも特に富裕な都市であったことがあげられる｡だが,両都市で失業保険の予

算として計上されたのは,わずか 1万 5,000マルクと1万マルクにすぎなかった｡失業保険を

めぐる議論が浮上した 1908年時点でのシェーネベルクとシャルロッテンブルクの予算規模は,

特別会計を含めてそれぞれ 2,111万マルクと4,097万マルクであり,これと比較すると失業保険
73)

の予算 規模は,その日'FJ題の重要性にもかかわらず,きわめて微々たるものであったoしたがって,

都市失業保険をめぐる議論は財政上の問題ではなく,むしろ失業rHl題に対する公的介入の論理を

問うものであったといえよう｡

両都｢日~の桁極的な姿勢は,国家的失業保険の不在の下では都市がその試金石となるべきという

一致した見解によるものであったO特に着 目すべきは,労働運動-の財政支援に直結し得るガ

ン･システムの政治的特性のゆえにその普及がライヒ政府の焦燥感をあおり,逆説的に国家的失

業保険の導入を促進することになるというライディヒの主張である｡すなわち都市失業保険が単

に国家的失業保険の不在を補 うだけでなく,その導入に間接的に寄与することが意図されていた

のである｡このガン･システムの政治的特性は,同時に反対派の最大の論拠であり,同システム

72) ProtokollderSitzungdesAusschussesbetr dieEinrichtungeinerArbeitslosenversicherung

(Berlin,27.September1913),1n:LA且,ARep001-02,Nr16.;その後,社会民主党は失業保

険の導入を諦め,1913/14年冬の失業者に刈して総衝5077マルクの一時的Lri:失業扶助金の給付を求

めた｡これは.1年間の市内居住のみを受給要件として一別の反対給付を求めず,失業)U]l=''=''lに応じて

扶助金 (1人当たりの上限は1マルク/Fl)を給付しようとするものであった｡市参市会はこの提議

に対して一貫して否定的であり,撮終的には市議会でも否決された｡Vgl.ProtokolldesAusschuss-

eszurVorberatungdesAn tragesderStadtverordnetenDr.AronsundGenossen,betl･effenddie

BewilligungYon500,000M zurUnterstdtzungderArbeitslosenvom 21.Januar1914,1n:

LAB･,A Rep OOl102,Nr･16;Am tlicherstenographischerBerichtfurdieSitzung der

Stadtverordnetenversammlungvom12 Januar1914,S.54f.,in:LAB.,ARep001-02,Nr.16.

73) H.Sllbergleit(Hg),PreussensStadte.DenhschnβZum 100jhhrigenJubilhuTnderStadte-

ordnunguoln19.NoueTnbeT･1808,Berlin1908,S480f.
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を導入する上で不可避の問題となっていた｡

これに対してヤス トロウは,ガン･システムによって労働組合の共済機能を存続させ,そのプ

レゼ ンスを維持することが逆に労働運動の抑制に寄与するとい う見解を示 した｡この見解がガ

ン･システムを導入した都市の間でどこまで共有されていたかは,本稿の事例だけでは明らかに

できない｡だが,例えは冒頭で言及した第 3回 ドイツ都市会議においては,ガン ･システムの

有用性を説いた上級市長らはヤス トロウの見解を軸に議論を展開させており,この見解がガン･
7̀l)

システム普及の有力な論拠の 1つになっていたと考えられる｡またシャルロッテンブルクでは,

本来,労働者保護のために失業保険の導入に積極的であるべき社会民主党が,市当局による失業

保険の掌握を一貫して警戒し,ガン･システム撤回後に市営失業金庫の設置に反発したが,これ

はヤス トロウの見解を裏付けるものである｡シェーネベルクとシャルロッテンプルクのガン･シ

ステム導入の動きは,同システム反対派と採用すべき手段をめ ぐっては真っ向から対立したが,

階級対立の抑制を図ろうとしていた点では軌を一にしていたのである0

シェ-ネベルク ･システムとシャルロッテンブルク ･システムの中核にガン･システムが据え

られたのは,同システムの実践性に負うところも大きいが,熟練労働者を中心とする自助可能屑

の防貧が失業保険導入の一義的な目的とされていたためである｡両システムは,可能な限り非組

織労働者を包摂することによってガン･システムの祁完を試みるものであったが,その主眼はあ

くまでも直接的 ･間接的に労働者層の自助を促進することにあ り,加入は任意とされた｡これは,

失業保険そのものの正当化を図る上で,労働者層の自助支援や自助-の誘導に範剛を限定するこ

とが求められていたためである｡

このように都市失業保険は,公的介入を通じて都市内の階級対立の抑制を目指していた点にお

いて,まさに ｢都市の社会的課題｣を果たすものであった｡また,対象をIヨ肋可能J翻こ限定 し,

労働組合の失業手当という既存の集団的自助を促進するガン･システムに重点をl'基いていたこと

紘,｢都市の社会的課題｣の範崎に入る他の政策領域と共通するo例えは住宅政策においては,

低所得者向け住宅の供給数増加に直結する公営住宅の建設よりも,土地政策や税制上の優遇など

の間接的政策を通じた公益的住宅建設組合に対する支援が重視されていた｡住宅建設組合は,孤

合員が相互の出資によって入居する住宅を建設する集団的自助組織であ り,住宅政策の主限も,
75)

住宅困窮者全般ではなく,住宅建設組合に加入し得る自助可能屑の支援にl'宣かれていたのである｡

したがって,自発的な集団的自助を促進するための公的介入が,｢都市の社会的課題｣の方法論

的特徴であったといえよう｡

この点は,都市失業保険を,イギリスで 1911年に導入された国家的失業保険と比較すればよ

り明らかとなろ う｡イギ リスの失業保険は世紀転換期の ｢介入的自由主義｣の代表例の 1つで

あ り,その対象は造船,機械,土木 ･建築の3部門に限定されていたが,当該部門の全労働者

74) VerhandlungendesdrlttenDeutschenSt畠dtetages,S.27,50.

75) 森 ｢世紀転換期 ドイツにおける都市政策理念｣37-38頁｡IiL一紀転換期の住宅建設組合の概要につ

いては,北村昌史 『ドイツ住宅改革運動-19世紀の都市化と市民社会-』京都大学学術出版会,

2007年,384-386民 を劇挺0
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76)
が加入を強制されていた｡｢介入的自由主義｣には,｢弱く,劣っていて,失敗する人間｣像の下

で,社会秩序の安定化のためには個人の自己選択を否認し,制度の適用を包括的に強制する一面
77)

がある｡イギリスの失業保険は,対象を限定していたとはいえ,まさにこの論理を体現していた｡

他方, ドイツの都市失業保険については,対象を自助可能屑に限定していた上に加入を強制して

おらず,この点に ｢介入的自由主義｣の論理との蔀離がみられた｡以上のように,ヴィル-ルム

期の都市失業保l糾 1,国家的失業保険の不在という与件の下,｢都市の社会的課題｣の論理にそ

の普及要因を求めることができるとともに,それゆえに生じた ｢介入的自由主義｣との薙離点に

その限界があったといえよう｡

76) イギリスの失業保険についてはさしあたり,P.セイン (深稚和子 ･深洋放既訳)『イギリス桁祉

国家の社会史一経済･社会･政治･文化的背景-』ミネルヴ7讃房,2000年,106-111頁,を参Il.罷｡

77) 小野塚 ｢介入的自由主義の時代｣15-24頁｡
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